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東海加木屋中部地区 12 号
2025.9

都市建設部市街地整備課

土地の使用収益開始及び工事のお知らせ 

東海加木屋中部地区土地区画整理事業（以下「本事業」という。）は、令和６年度より

造成やインフラ等の工事が完了した宅地より、順次使用収益開始（土地の引き渡し）を

行っています。また、令和 7 年 3 月 19 日に地区中央の都市計画道路養父森岡線が開通

し、その他の区画道路についても、工事が完了した箇所から順次供用を開始しています。

令和７年度の土地区画整理事業の工事は下図の箇所を予定しています。工事の進捗に

応じて、車両の通行止めや迂回となる箇所があります。 

本事業の工事に伴い、地域住民の皆様にご不便をお掛けしますが、安全の確保、早期

完成に努めますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

■令和７年度施工箇所図（令和７年 9 月時点） 

令和７年度 道路・排水路築造工事（その３）（週休２日） 
施工業者：株式会社中村土木建設 
工  期：令和 8 年 3 月 17 日まで（予定） 
主な工事：道路築造、宅地造成 

１号・２号調整池築造工事（週休２日） 
施工業者：株式会社シンキ・コーポレーション 
工  期：令和 9 年 3 月 15 日まで（予定） 
主な工事：調整池築造 

令和７年度 道路・排水路築造工事（その４）（週休２日） 
施工業者：株式会社八島建設 
工  期：令和 8 年 3 月 17 日まで（予定） 
主な工事：道路築造、宅地造成、下水道管布設 

令和７年度 道路・排水路築造工事（その２）（週休２日） 
施工業者：株式会社オームラ組 
工  期：令和 8 年 3 月 17 日まで（予定） 
主な工事：道路築造、宅地造成、下水道管布設 

令和７年度 道路・排水路築造工事（その１）（週休２日） 
施工業者：株式会社オームラ組 
工  期：令和 8 年 3 月 17 日まで（予定） 
主な工事：道路築造、宅地造成、下水道管布設 
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第１回抽選（8 区画対象） 

抽選日時：令和 7 年 10 月 29 日（水）午前 10 時から 

申し込み：令和 7 年 9 月 1 日（月）～10 月 3 日（金） 

第２回抽選（7 区画対象） 

抽選日時：令和 7 年 12 月 23 日（火）午前 10 時から 

申し込み：令和 7 年 9 月 1 日（月）～11 月 21 日（金） 

抽選及び申し込みの場所は、いずれも 

東海市都市建設部市街地整備課（中心街整備事務所内） 

申し込み受付時間は、午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分 

（土曜・日曜・祝日を除く） 

保留地の抽選販売について 

令和７年度より、土地区画整理事業により生み出さ

れた保留地の分譲販売を開始します。 

令和７年度は、15 区画を 2 回に分けて販売します。

詳細につきましては、東海市中心街整備事務所等に

置いている保留地販売パンフレット、及び保留地購入

の手引きをご覧ください。また、東海市ホームページ

よりご覧いただけます。 

問合せ先 
東海市役所都市建設部市街地整備課（中心街整備事務所内） 

【住  所】 〒477-0031 東海市大田町的場 1087 番地 

【E - m a i l 】 shigaichi@city.tokai.lg.jp 

【電話番号】 0562-33-7761 【FAX】0562-33-7775 

・本事業の施行区域内では、換地処分の公告がある日までの期間、建物などを建築しよ

うとする場合は、土地区画整理法第 76 条の規定に基づく許可が必要となります。詳

細については、東海市のホームページをご覧ください。 

・金融機関から融資を受ける場合や、建物の表題登記及び自家用車等の車庫証明申請を

行う場合等には、仮換地証明書等が必要となる場合があります。各証明書発行の申請

を行う際には、東海市市街地整備課へお問い合わせください。なお、証明書の発行は

申請後、時間を要する場合がありますので、時間に余裕を持って申請してください。 

・土地区画整理事業区域内に土地を所有されている方が、売買、相続等で所有権が代わ

った場合や引越し等により住所が変更した場合は、下記の問合せ先へご連絡いただき

ますようお願いいたします。また、土地区画整理事業に関する疑問やご質問などがご

ざいましたら、お気軽にご連絡ください。 

お願い 

以下の QR コードより、本事業の 
ホームページがご覧いただけます。 

■保留地抽選販売対象地 


